
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下り回線の回線品質を測定する測定手段と、
　前記回線品質と通信モードとの対応関係を示すテーブルと、
　前記テーブルを参照して前記回線品質に基づいて通信モードを選択する選択手段と、
　

前記対応関係を書き換える書き換え手段と、
　を具備することを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　書き換え手段は、
　受信データの受信品質が の受信品質よりも良い場合には、 に対して
より高い伝送レートの通信モードが選択されるように対応関係を書き換え、
　受信データの受信品質が の受信品質よりも悪い場合には、 に対して
より低い伝送レートの通信モードが選択されるように対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の通信端末装置。
【請求項３】
　受信データの誤りを検出する誤り検出手段と、
　前記検出手段にて誤りが検出された場合に、前記受信データと同一のデータの

である再送要求信号を送信する送信手段と、
　前記再送要求信号の送信回数を計数 計数手段と、
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選択された通信モードに基づいて受信された受信データの受信品質と所望の受信品質と
が異なる場合に、

所望 同一の回線品質

所望 同一の回線品質
、

請求項１

再送を要
求する信号

して受信データの受信品質を判定する



を具備し、
　書き換え手段は、前記 と との比較結果に基
づいて対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の通信端末装置。
【請求項４】
　計数手段は、送信回数の所定の区間における平均値を算出し、
　書き換え手段は、前記平均値と所定の回数との比較結果に基づいて対応関係を書き換え
る
　ことを特徴とする 記載の通信端末装置。
【請求項５】
　受信データの誤り率を算出 誤り率算出手段を具備
し、
　書き換え手段は、前記誤り率と との比較結果に基づい
て対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の通信端末装置。
【請求項６】
　受信データのスループットを算出 スループット算
出手段を具備し、
　書き換え手段は、前記スループットと との比較
結果に基づいて対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の通信端末装置。
【請求項７】
　 と通信モードとの対応関係を示すテーブルと、
　前記テーブルを参照して前記回線品質に基づいて通信モードを選択する選択手段と、
　
　
前記対応関係を書き換える書き換え手段と、
　を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　書き換え手段は、
　 が の受信品質よりも良い場合には、
に対してより高い伝送レートの通信モードが選択されるように対応関係を書き換え、
　 が の受信品質よりも悪い場合には、
に対してより低い伝送レートの通信モードが選択されるように対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の基地局装置。
【請求項９】
　通信端末装置が同一のデータの である再送要求信号の受信回数を計
数 計数手段を具備し、
　書き換え手段は、前記受信回数と との比較結果に基
づいて対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の基地局装置。
【請求項１０】
　計数手段は、受信回数の所定の区間における平均値を算出し、
　書き換え手段は、前記平均値と所定の回数との比較結果に基づいて対応関係を書き換え
る
　ことを特徴とする 記載の基地局装置。
【請求項１１】
　 を検出

誤り率検出手段を具備し、
　書き換え手段は、前記誤り率と との比較結果に基づい
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送信回数 所望の受信品質に対応する送信回数
、

請求項１

、
請求項３

して受信データの受信品質を判定する

所望の受信品質に対応する誤り率
、

請求項１

して受信データの受信品質を判定する

所望の受信品質に対応するスループット
、

請求項１

下り回線の回線品質

選択された通信モードに基づいてデータを通信端末装置へ送信する送信手段と、
前記データの前記通信端末装置における受信品質と所望の受信品質とが異なる場合に、

通信端末装置における受信品質 所望 同一の回線品質

通信端末装置における受信品質 所望 同一の回線品質
、

請求項７

再送を要求する信号
して通信端末装置における受信品質を判定する

所望の受信品質に対応する受信回数
、

請求項７

、
請求項９

通信端末装置におけるデータの誤り率 して通信端末装置における受信品質を判定
する

所望の受信品質に対応する誤り率



て対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の基地局装置。
【請求項１２】
　 を検出

スループット検出手段を具備し、
　書き換え手段は、前記スループットと との比較
結果に基づいて対応関係を書き換える
　ことを特徴とする 記載の基地局装置。
【請求項１３】
　

　 前記
対応関係を書き換える
　ことを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セルラー通信システムに用いられる通信端末装置、基地局装置および無線通信
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
セルラー通信システムは、１つの基地局が複数の通信端末と同時に無線通信を行うもので
、近年の需要増加に伴い、伝送効率を高めることが要求されている。
【０００３】
基地局から通信端末への下り回線の伝送効率を高める技術としてＨＤＲ（ High Data Rate
）が提案されている。ＨＤＲは、基地局が通信リソースを時間分割して各通信端末に割り
振るスケジューリングを行い、さらに下り回線の回線品質に従って通信端末毎に伝送レー
トを設定してデータを送信する方法である。
【０００４】
以下、基地局と通信端末とが、ＨＤＲにおいて無線通信を行う動作について、説明する。
まず、基地局が各通信端末にパイロット信号を送信する。各通信端末は、パイロット信号
に基づくＣＩＲ（希望波対干渉波比）等により下り回線の回線品質を測定し、通信可能な
伝送レートを求める。そして、各通信端末は、通信可能な伝送レートに基づいて、パケッ
ト長、符号化方式および変調方式の組み合わせである通信モードを選択し、通信モードを
示すデータレートコントロール（以下「ＤＲＣ」という。）信号を基地局に送信する。
【０００５】
なお、各システムにおける選択可能な変調方式の種類は、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡ
Ｍ、６４ＱＡＭ等、予め決められている。また、各システムにおける選択可能な符号化の
種類は、１／２ターボ符号、１／３ターボ符号、３／４ターボ符号等、予め決められてい
る。そして、これらパケット長、変調方式、符号化方式の組み合わせにより、各システム
における選択可能な伝送レートが複数定められている。各通信端末は、それらの組み合わ
せの中から、下り回線の現在の回線品質において最も効率よく通信を行える組み合わせを
選択し、選択した通信モードを示すＤＲＣ信号を基地局に送信する。一般的にＤＲＣ信号
は１～Ｎの番号により表されており、番号が大きくなるほど下り回線の回線品質が良いこ
とを示す。
【０００６】
基地局は、各通信端末から送信されたＤＲＣ信号に基づいてスケジューリングを行ない、
通信端末毎に伝送レートを設定し、コントロールチャネルを通して各通信端末に各通信端
末への通信リソースの割り振りを示す信号を報知する。
【０００７】

10

20

30

40

50

(3) JP 3821636 B2 2006.9.13

、
請求項７

通信端末装置におけるスループット して通信端末装置における受信品質を判定す
る

所望の受信品質に対応するスループット
、

請求項７

回線品質と通信モードとの対応関係を示すテーブルを参照して回線品質に基づいてデー
タの通信モードを選択する無線通信方法であって、

選択された通信モードでのデータの受信品質と所望の受信品質とが異なる場合に、
、



そして、基地局は、割り振った時間において該当する通信端末に対してのみデータを送信
する。例えば、時間ｔ 1を通信端末Ａに割り振った場合、基地局は、時間ｔ 1においては通
信端末Ａに対してのみデータを送信し、通信端末Ａ以外の通信端末に対してはデータを送
信しない。
【０００８】
このように、従来から、ＨＤＲにより回線品質に従って通信端末毎に伝送レートを設定し
、通信可能な伝送レートが高い通信端末に優先的に通信リソースを割り振ることにより、
システム全体としてデータの伝送効率を高めている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、通信端末における下り回線の回線品質の測定は、受信信号のうちパイロッ
ト部分の信号に基づいて行われているため、パイロット部分の信号の長さがデータ部分の
信号の長さに比べ短い場合には、データ部分の信号を受信している間に、フェージングの
影響等により、測定した回線品質と現在の回線品質との間にずれが生じてしまうことがあ
る。通信モードの選択は測定した回線品質に基づいて行われるため、このようなずれが生
じると、現在の回線品質において最も効率よく通信を行える通信モードが選択されなくな
り、下り回線のスループットが低下してしまうという問題がある。
【００１０】
また、回線品質の測定回路に誤差が生じている場合にも、測定した回線品質と実際の回線
品質との間にずれが生じてしまい、上記同様の問題が発生する。
【００１１】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、パイロット信号から測定した下り回線の
回線品質に基づいて各通信端末に通信リソースが時分割で割り振られる通信システムにお
いて、下り回線のスループットの低下を防止することができる通信端末装置、基地局装置
および無線通信方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の通信端末装置は、下り回線の回線品質を測定する測定手段と、前記回線品質と
通信モードとの対応関係を示すテーブルと、前記テーブルを参照して前記回線品質に基づ
いて通信モードを選択する選択手段と、

前記対応関係を書き換える書き換
え手段と、を具備する構成を採る。
【００１４】
　本発明の通信端末装置は、書き換え手段が、受信データの受信品質が の受信品質よ
りも良い場合には、 に対してより高い伝送レートの通信モードが選択され
るように対応関係を書き換え、受信データの受信品質が の受信品質よりも悪い場合に
は、 に対してより低い伝送レートの通信モードが選択されるように対応関
係を書き換える構成を採る。
【００１５】
　これらの構成によれば、受信データの受信品質に基づいて、測定した回線品質と現在の
実際の回線品質との間にずれが生じていることを検出した場合に、下り回線の回線品質と
通信モードとの対応関係を書き換えるため、現在の実際の回線品質において最も効率よく
通信を行える通信モードを選択することができる。

【００１８】
　本発明の通信端末装置は、受信データの誤りを検出する誤り検出手段と、前記検出手段
にて誤りが検出された場合に、前記受信データと同一のデータの であ
る再送要求信号を送信する送信手段と、前記再送要求信号の送信回数を計数

計数手段と、を具備し、書き換え手段が、前記 と
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選択された通信モードに基づいて受信された受信
データの受信品質と所望の受信品質とが異なる場合に、

所望
同一の回線品質

所望
同一の回線品質

また、対応関係の書き換えが、通信シ
ステムにおいて求められる所望の受信品質を基準にして行われるため、通信システムにお
いて求められる所望の受信品質を保ちながら下り回線のデータ通信を行うことができる。

再送を要求する信号
して受信デー

タの受信品質を判定する 送信回数 所望の



との比較結果に基づいて対応関係を書き換える構成を採る。
【００１９】
この構成によれば、ＣＲＣ等に基づく再送回数によりデータ部分の信号の受信品質を判定
するため、受信品質の判定を簡易かつ高速に行うことができるので、対応関係の書き換え
を回線品質の変動に追従させて高速に行うことができる。
【００２０】
本発明の通信端末装置は、計数手段が、送信回数の所定の区間における平均値を算出し、
書き換え手段が、前記平均値と所定の回数との比較結果に基づいて対応関係を書き換える
構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、送信回数の信頼性が向上するため、対応関係の書き換えを誤りなく正
確に行うことができる。
【００２２】
　本発明の通信端末装置は、受信データの誤り率を算出

誤り率算出手段を具備し、書き換え手段が、前記誤り率と
との比較結果に基づいて対応関係を書き換える構成を採る。

【００２３】
この構成によれば、受信データの受信品質を誤り率により判定するため、受信データの受
信品質をより正確に判定することができるので、対応関係の書き換えを誤りなく正確に行
うことができる。
【００２４】
　本発明の通信端末装置は、受信データのスループットを算出

スループット算出手段を具備し、書き換え手段が、前記スループットと
との比較結果に基づいて対応関係を書き換える構成を採

る。
【００２５】
この構成によれば、スループットは、通信端末装置における実際の受信品質をより正確に
示す値であるため、通信モードテーブルの書き換えをより正確に行うことができる。
【００２６】
　本発明の基地局装置は、 と通信モードとの対応関係を示すテーブル
と、前記テーブルを参照して前記回線品質に基づいて通信モードを選択する選択手段と、

前記対応関
係を書き換える書き換え手段と、を具備する構成を採る。
【００２８】
　本発明の基地局装置は、書き換え手段が、 が の受信
品質よりも良い場合には、 に対してより高い伝送レートの通信モードが選
択されるように対応関係を書き換え、 が の受信品質よ
りも悪い場合には、 に対してより低い伝送レートの通信モードが選択され
るように対応関係を書き換える構成を採る。
【００２９】
　これらの構成によれば、通信端末装置における受信データの受信品質に基づいて、下り
回線の回線品質と通信モードとの対応関係を書き換えるため、現在の実際の回線品質にお
いて最も効率よく通信を行える通信モードを選択することができる。

【００３２】
　本発明の基地局装置は、通信端末装置が同一のデータの である再送
要求信号の受信回数を計数 計数手段を具備
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受信品質に対応する送信回数

して受信データの受信品質を判定
する 所望の受信品質に対応する
誤り率

して受信データの受信品質
を判定する 所望の
受信品質に対応するスループット

下り回線の回線品質

選択された通信モードに基づいてデータを通信端末装置へ送信する送信手段と、前記デー
タの前記通信端末装置における受信品質と所望の受信品質とが異なる場合に、

通信端末装置における受信品質 所望
同一の回線品質

通信端末装置における受信品質 所望
同一の回線品質

また、対応関係の書
き換えが、通信システムにおいて求められる所望の受信品質を基準にして行われるため、
通信システムにおいて求められる所望の受信品質を保ちながら下り回線のデータ通信を行
うことができる。

再送を要求する信号
して通信端末装置における受信品質を判定する



し、書き換え手段が、前記受信回数と との比較結果に
基づいて対応関係を書き換える構成を採る。
【００３３】
この構成によれば、ＣＲＣ等に基づく再送回数によりデータ部分の信号の受信品質を判定
するため、受信品質の判定を簡易かつ高速に行うことができるので、対応関係の書き換え
を回線品質の変動に追従させて高速に行うことができる。
【００３４】
本発明の基地局装置は、計数手段が、受信回数の所定の区間における平均値を算出し、書
き換え手段が、前記平均値と所定の回数との比較結果に基づいて対応関係を書き換える構
成を採る。
【００３５】
この構成によれば、受信回数の信頼性が向上するため、対応関係の書き換えを誤りなく正
確に行うことができる。
【００３６】
　本発明の基地局装置は、 を検出

誤り率検出手段を具備し、書き換え手段が、前記誤り率と
との比較結果に基づいて対応関係を書き換える構成を採る

。
【００３７】
この構成によれば、受信データの受信品質を誤り率により判定するため、受信データの受
信品質をより正確に判定することができるので、対応関係の書き換えを誤りなく正確に行
うことができる。
【００３８】
　本発明の基地局装置は、 を検出

スループット検出手段を具備し、書き換え手段が、前記スルー
プットと との比較結果に基づいて対応関係を書き
換える構成を採る。
【００３９】
この構成によれば、スループットは、通信端末装置における実際の受信品質をより正確に
示す値であるため、通信モードテーブルの書き換えをより正確に行うことができる。
【００４０】
　本発明の無線通信方法は、

前記対応関係を書
き換えるようにした。
【００４１】
この方法によれば、測定した回線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じている
場合に、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を書き換えるため、現在の実際の
回線品質において最も効率よく通信を行える通信モードを選択することができる。
【００４２】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、通信モードとデータ部分の信号の受信品質との関係に着目し、測定した回
線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じ、現在の実際の回線品質に最適な通信
モードで通信が行われていない場合には、データ部分の信号の受信品質が所望の受信品質
を満たさなくなるか、または、所望の受信品質を超えてしまうことを見出し、本発明をす
るに至った。
【００４３】
すなわち、本発明の骨子は、データ部分の信号の受信品質に基づいて、測定した回線品質
と現在の実際の回線品質との間にずれが生じていることを検出した場合に、下り回線の回
線品質と通信モードとの対応関係を変更することにより、現在の実際の回線品質に最適な
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所望の受信品質に対応する受信回数

通信端末装置におけるデータの誤り率 して通信端末装置
における受信品質を判定する 所
望の受信品質に対応する誤り率

通信端末装置におけるスループット して通信端末装置に
おける受信品質を判定する

所望の受信品質に対応するスループット

回線品質と通信モードとの対応関係を示すテーブルを参照し
て回線品質に基づいてデータの通信モードを選択する無線通信方法であって、選択された
通信モードでのデータの受信品質と所望の受信品質とが異なる場合に、



通信モードで通信が行えるようにすることである。
【００４４】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
データ通信が行われるシステムでは、通常ＡＲＱ（ Automatic Repeat reQuest）方式によ
る誤り制御が行われている。ＡＲＱ方式では、基地局がＣＲＣ（ Cyclic Redundancy Chec
k）ビット等の誤り検出用のチェックビットを付加したデータを通信端末に送信し、通信
端末は、受信されたデータに誤りが検出されない場合にはＡＣＫ（ ACKnowledgment）信号
を基地局に返すことにより次のデータを要求する。一方、受信されたデータに誤りが検出
された場合には、通信端末は、ＮＡＣＫ（ Negative ACKnowledgment）信号を基地局に返
し、基地局は、誤りが検出されたデータを再送信する。基地局では、このような再送が、
誤りが検出されたデータに対するＡＣＫ信号が受信されるまで繰り返される。
【００４５】
本発明の実施の形態１に係る通信端末は、このようなＡＲＱ方式による誤り制御が行われ
る通信システムに適用される通信端末であり、データ部分の信号の受信品質をＮＡＣＫ信
号の返信回数により判定し、ＮＡＣＫ信号の返信回数に基づいて、下り回線の回線品質と
通信モードとの対応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるものである。
【００４６】
図１は、本発明の実施の形態１に係る通信端末の構成を示すブロック図である。図１にお
いて、通信モード選択部１０１は、通信モードテーブル１０２を参照して後述するＣＩＲ
測定部１１４にて測定されたＣＩＲに基づいて通信モードを選択して、ＤＲＣ信号作成部
１０３およびＮＡＣＫ信号計数部１２０に出力する。また、通信モード選択部１０１は、
選択した通信モードに基づいて、適応復調部１１６に下り受信データの復調方式を指示し
、適応復号化部１１７に下り受信データの復号化方式を指示する。なお、通信モードテー
ブル１０２の内容については後述する。
【００４７】
ＤＲＣ信号作成部１０３は、通信モード選択部１０１から出力された通信モードに対応す
る番号のＤＲＣ信号を作成して、変調部１０４に出力する。
【００４８】
変調部１０４は、ＤＲＣ信号を変調して拡散部１０５に出力する。拡散部１０５は、変調
部１０４からの出力信号を拡散して多重部１０８に出力する。
【００４９】
変調部１０６は、後述する再送要求信号作成部１１９にて作成されたＡＣＫ信号またはＮ
ＡＣＫ信号を変調して拡散部１０７に出力する。拡散部１０７は、変調部１０６からの出
力信号を拡散して多重部１０８に出力する。
【００５０】
多重部１０８は、拡散後のＤＲＣ信号と、拡散後のＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号とを多
重し、送信ＲＦ部１０９に出力する。送信ＲＦ部１０９は、多重部１０８からの出力信号
の周波数を無線周波数に変換して共用器１１０に出力する。
【００５１】
共用器１１０は、送信ＲＦ部１０９からの出力信号をアンテナ１１１から基地局に無線送
信する。また、共用器１１０は、基地局から無線送信され、アンテナ１１１に無線受信さ
れた信号を受信ＲＦ部１１２に出力する。
【００５２】
受信ＲＦ部１１２は、共用器１１０から出力された無線周波数信号の周波数をベースバン
ドに変換し、逆拡散部１１３および逆拡散部１１５に出力する。
【００５３】
逆拡散部１１３は、ベースバンド信号のパイロット信号成分を逆拡散してＣＩＲ測定部１
１４に出力する。ＣＩＲ測定部１１４は、逆拡散部１１３から出力されたパイロット信号
のＣＩＲを測定して通信モード選択部１０１に出力する。
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【００５４】
逆拡散部１１５は、ベースバンド信号のデータ成分を逆拡散して適応復調部１１６に出力
する。適応復調部１１６は、通信モード選択部１０１の指示に従って、逆拡散部１１５か
らの出力信号を復調して適応復号化部１１７に出力する。適応復号化部１１７は、通信モ
ード選択部１０１の指示に従って、適応復調部１１６からの出力信号を復号して、受信デ
ータを得る。
【００５５】
誤り検出部１１８は、受信データに対してＣＲＣを行い、ＣＲＣ結果を示す信号を再送要
求信号作成部１１９に出力する。すなわち、誤り検出部１１８は、ＣＲＣの結果、受信デ
ータに誤りが検出されない場合には、誤りが検出されないことを示すＯＫ信号を再送要求
信号作成部１１９に出力し、受信データに誤りが検出された場合には、誤りが検出された
ことを示すＮＧ信号を再送要求信号作成部１１９に出力する。再送要求信号作成部１１９
は、誤り検出部１１８からＯＫ信号が出力された場合にはＡＣＫ信号を作成し、誤り検出
部１１８からＮＧ信号が出力された場合にはＮＡＣＫ信号を作成し、それぞれＮＡＣＫ信
号計数部１２０および変調部１０６に出力する。
【００５６】
ＮＡＣＫ信号計数部１２０は、再送要求信号作成部１１９からＡＣＫ信号が出力されるま
でに出力されたＮＡＣＫ信号の個数を通信モード毎に計数する。換言すれば、ＮＡＣＫ信
号計数部１２０は、通信モード毎にデータの再送回数を計数する。テーブル書き換え部１
２１は、ＮＡＣＫ信号計数部１２０にて計数された再送回数と再送回数の所定のしきい値
とを比較し、比較結果に基づいて通信モードテーブル１０２の内容を書き換える。
【００５７】
次に、上記構成を有する通信端末の動作について説明する。
基地局から無線送信された無線信号は、通信端末のアンテナ１１１に受信され、共用器１
１０を介し、受信ＲＦ部１１２にてベースバンドに周波数変換される。ベースバンド信号
は逆拡散部１１３にて逆拡散されて、ＣＩＲ測定部１１４に出力される。
【００５８】
ＣＩＲ測定部１１４では、逆拡散部１１３から出力されたパイロット信号のＣＩＲが測定
される。そして、通信モード選択部１０１にて、通信モードテーブル１０２が参照され、
ＣＩＲ測定部１１４にて測定されたＣＩＲに基づいて通信モードが選択される。
【００５９】
ここで、通信モードテーブル１０２の設定内容について説明する。図２は、本発明の実施
の形態１に係る通信端末が備える通信モードテーブルの内容を示す図である。なお、ここ
では説明の便宜上、通信モードは変調方式のみにより示されるものとし、符号化方式は各
通信モードで同一のものが使用されるものとする。
【００６０】
図２に示すように、通信モードテーブル１０２には、ＣＩＲ測定部１１４で測定されたパ
イロット信号のＣＩＲに基づいて通信モードが選択されるように、ＣＩＲに対応して通信
モードが設定されている。今、例えば、ＣＩＲ測定部１１４にて測定されたＣＩＲがＡ [d
B]≦ＣＩＲ＜Ｂ [dB]である場合には、通信モード選択部１０１では、変調方式がＱＰＳＫ
である通信モードが選択され、ＤＲＣ信号作成部１０３にて、通信モードに対応する番号
のＤＲＣ信号が作成される。
【００６１】
ＤＲＣ信号は、変調部１０４にて変調され、拡散部１０５にて拡散され、多重部１０８に
出力される。なお、この段階では多重部１０８からはＤＲＣ信号のみが出力される。
【００６２】
多重部１０８から出力されたＤＲＣ信号は、送信ＲＦ部１０９にて無線周波数に周波数変
換され、共用器１１０を介してアンテナ１１１から基地局に無線送信される。
【００６３】
次いで、通信端末から要求された通信モードによって基地局から送信された無線信号が、
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通信端末のアンテナ１１１に受信され、共用器１１０を介し、受信ＲＦ部１１２にてベー
スバンドに周波数変換される。ベースバンド信号は逆拡散部１１５にて逆拡散されて、デ
ータ部分の信号が適応復調部１１６に出力される。
【００６４】
また、ベースバンド信号は逆拡散部１１３にて逆拡散されて、パイロット信号がＣＩＲ測
定部１１４に出力される。そして、ＣＩＲ測定部１１４において、パイロット信号のＣＩ
Ｒが測定され、通信モード選択部１０１へ出力される。通信モード選択部１０１では、上
述したのと同様にして通信モードが選択される。
【００６５】
データ部分の信号は、適応復調部１１６にて通信モード選択部１０１から指示された復号
化方式で復調され、適応復号化部１１７にて通信モード選択部１０１から指示された復号
化方式で復号されて、誤り検出部１１８に出力される。
【００６６】
データ部分の信号にはＣＲＣビットが付加されているため、誤り検出部１１８では、デー
タ部分の信号にＣＲＣが行われる。これにより、データ部分の信号に誤りがあるか否かが
検出され、検出結果を示す信号（すなわち、ＯＫ信号またはＮＧ信号）が再送要求信号作
成部１１９に出力される。
【００６７】
再送要求信号作成部１１９では、誤り検出部１１８から出力された信号がＯＫ信号の場合
にはＡＣＫ信号が、誤り検出部１１８から出力された信号がＮＧ信号の場合にはＮＡＣＫ
信号がそれぞれ作成されて、ＮＡＣＫ信号計数部１２０および変調部１０６に出力される
。
【００６８】
ＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号は、変調部１０６にて変調され、拡散部１０７にて拡散さ
れ、多重部１０８にてＤＲＣ信号と多重され、送信ＲＦ部１０９に出力される。多重部１
０８からの出力信号は、送信ＲＦ部１０９にて無線周波数に周波数変換され、共用器１１
０を介してアンテナ１１１から基地局に無線送信される。
【００６９】
また、ＮＡＣＫ信号計数部１２０では、再送要求信号作成部１１９からＮＡＣＫ信号が出
力された回数が、現在選択されている通信モードについて計数される。
【００７０】
次いで、基地局では、ＡＣＫ信号が受信された場合には次のデータが通信端末に送信され
、ＮＡＣＫ信号が受信された場合には、前回送信されたデータと同一のデータが通信端末
に再送される。
【００７１】
以上ような動作が繰り返される結果、ＮＡＣＫ信号計数部１２０では、現在選択されてい
る通信モードについて、再送要求信号作成部１１９からＡＣＫ信号が出力されるまでに出
力されたＮＡＣＫ信号の個数が計数されていく。すなわち、ＮＡＣＫ信号計数部１２０で
は、基地局から送信されるデータの再送回数が、現在選択されている通信モードについて
計数されていく。なお、ＮＡＣＫ信号計数部１２０での計数結果は、再送要求信号作成部
１１９からＡＲＱ信号が出力された時点で、０にリセットされる。
【００７２】
そして、テーブル書き換え部１２１では、ＮＡＣＫ信号計数部１２０にて計数された再送
回数と所定のしきい値Ｎ回とが比較され、比較結果に基づいて通信モードテーブル１０２
の内容が書き換えられる。ここで、テーブル書き換え部１２１の動作について説明する。
図３は、本発明の実施の形態１に係る通信端末のテーブル書き換え部の動作を説明するた
めの動作フロー図である。
【００７３】
テーブル書き換え部１２１では、まずステップ（以下「ＳＴ」と省略する。）２０１にお
いて、ＮＡＣＫ信号計数部１２０で計数された再送回数と所定のしきい値Ｎ回とが比較さ
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れる。ここで、所定のしきい値Ｎ回は、システムにおいて許容される最大の再送回数であ
り、この許容値Ｎは、システムにおいて要求されるデータ部分の信号の所望の受信品質に
基づいて予め決定される。
【００７４】
ＳＴ２０１において、再送回数がＮ回よりも小さい場合には、データ部分の信号の受信品
質はシステムにおいて要求される所望の受信品質を超えた過剰な品質になっているといえ
る。つまり、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部１１４で回線品質が測定
された時点よりも良くなっていると考えることができる。よって、現在の実際の下り回線
の回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択された通信モードよりも
高い伝送レートの通信モードで通信を行えると判断することができる。
【００７５】
そこで、ＳＴ２０１において再送回数がＮ回よりも小さい場合には、テーブル書き換え部
１２１によって、図２に示した通信モードテーブル１０２の内容がＳＴ２０２に示すよう
に書き換えられる。つまり、図２に示す通信モードテーブル１０２に設定されたＡ [dB]、
Ｂ [dB]およびＣ [dB]が、それぞれ所定の値Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ減少される。
このようにすることにより、ＣＩＲ測定部１１４にて測定されるパイロット信号のＣＩＲ
が同じであっても、通信モード選択部１０１では、前回選択された通信モードよりも高い
伝送レートの通信モードが選択されることになる。
【００７６】
また、ＳＴ２０１において、再送回数がＮ回よりも大きい場合には、データ部分の信号の
受信品質はシステムにおいて要求される所望の受信品質を満たさない品質になっていると
いえる。つまり、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部１１４で回線品質が
測定された時点よりも悪くなっていると考えることができる。よって、現在の実際の下り
回線の回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択された通信モードよ
りも低い伝送レートの通信モードで通信を行う必要があると判断することができる。
【００７７】
そこで、ＳＴ２０１において再送回数がＮ回よりも大きい場合には、テーブル書き換え部
１２１によって、図２に示した通信モードテーブル１０２の内容がＳＴ２０４に示すよう
に書き換えられる。つまり、図２の通信モードテーブル１０２に設定されたＡ [dB]、Ｂ [d
B]およびＣ [dB]が、それぞれ所定の値Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ増加される。この
ようにすることにより、ＣＩＲ測定部１１４にて測定されるパイロット信号のＣＩＲが同
じであっても、通信モード選択部１０１では、前回選択された通信モードよりも低い伝送
レートの通信モードが選択される。
【００７８】
なお、ＳＴ２０１において再送回数がＮ回に等しい場合には、データ部分の信号の受信品
質はシステムにおいて要求される所望の受信品質になっているといえるため、ＳＴ２０３
に示すように、通信モードテーブルの内容は書き換えられない。
【００７９】
以上説明した通信モードテーブルの書き換え動作を具体的に示すと、図４に示すようにな
る。図４は、本発明の実施の形態１に係る通信端末のテーブル書き換え部による通信モー
ドテーブルの書き換え動作の一例を示す図である。なお、ここでは、図２の通信モードテ
ーブル１０２に現在設定されているＡ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]をそれぞれ４ [dB]、８ [d
B]および１２ [dB]とし、各変動量Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]をすべて１ [dB]とした場合
について説明する。
【００８０】
まず、図４（ａ）では、Ａ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]がそれぞれ４ [dB]、８ [dB]および１
２ [dB]に設定されている。そして、再送回数がＮ回よりも小さい場合には、Ａ [dB]、Ｂ [d
B]およびＣ [dB]がすべて１ [dB]づつ減少されて、通信モードテーブル１０２は図４（ｂ）
に示すように書き換えられる。また、再送回数がＮ回よりも大きい場合には、Ａ [dB]、Ｂ
[dB]およびＣ [dB]がすべて１ [dB]づつ増加されて、通信モードテーブル１０２は図４（ｃ
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）に示すように書き換えられる。このようにして、テーブル書き換え部１２１によって、
データ部分の信号の再送回数（すなわち、データ部分の信号の受信品質）に基づいて、Ｃ
ＩＲ測定部１１４にて測定された回線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じて
いることが検出されて、通信モードテーブル１０２の内容が書き換えられる。
【００８１】
このように、本実施の形態によれば、データ部分の信号の受信品質をＮＡＣＫ信号の返信
回数により判定し、ＮＡＣＫ信号の返信回数に基づいて下り回線の回線品質と通信モード
との対応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるため、現在の実際の回線品質
において最も効率よく通信を行える通信モードを選択することができる。
【００８２】
また、本実施の形態によれば、ＣＲＣに基づく再送回数によりデータ部分の信号の受信品
質を判定するため、受信品質の判定を簡易かつ高速に行うことができるので、通信モード
テーブルの書き換えを回線品質の変動に追従させて高速に行うことができる。
【００８３】
また、本実施の形態によれば、通信モードテーブルの書き換えはシステムにおいて許容さ
れる最大の再送回数を基準にして行われる。換言すれば、通信モードテーブルの書き換え
はシステムにおいて求められる所望の受信品質を基準にして行われる。よって、本実施の
形態によれば、システムにおいて求められる所望の受信品質を保ちながら下り回線のデー
タ通信を行うことができる。
【００８４】
なお、本実施の形態においては、ＮＡＣＫ信号計数部１２０が、各通信モード毎に、所定
の間隔における再送回数の平均値を算出し、テーブル書き換え部１２１が、その再送回数
の平均値と所定のしきい値Ｎ回との比較結果に基づいて、通信モードテーブル１０２を書
き換えるようにしてもよい。このように再送回数の平均値を求めることにより再送回数の
信頼性が向上するため、通信モードテーブルの書き換えを誤りなく正確に行うことができ
る。
【００８５】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２に係る通信端末は、データ部分の信号の受信品質を誤り率により判
定し、この誤り率に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を示す通信
モードテーブルの内容を書き換えるものである。
【００８６】
図５は、本発明の実施の形態２に係る通信端末の構成を示すブロック図である。この図に
示すように本実施の形態に係る通信端末は、図１に示す誤り検出部１１８、再送要求信号
作成部１１９、ＮＡＣＫ信号計数部１２０およびテーブル書き換え部１２１に代えて、誤
り率算出部３０１およびテーブル書き換え部３０２を備えて構成される。なお、以下の説
明では、図１と同じ構成には図１と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【００８７】
図５において、通信モード選択部１０１は、通信モードテーブル１０２を参照してＣＩＲ
測定部１１４にて測定されたＣＩＲに基づいて通信モードを選択して、ＤＲＣ信号作成部
１０３および誤り率算出部３０１に出力する。
【００８８】
誤り率算出部３０１は、適応復号化部１１７から出力されたデータ部分の信号の誤り率を
通信モード毎に算出して、テーブル書き換え部３０２に出力する。ここで、誤り率算出部
３０１が算出する誤り率としては、ビットエラー率（ Bit Error Rate;ＢＥＲ）やブロッ
クエラー率（ BLock Error Rate;ＢＬＥＲ）を用いる。ビットエラー率は、データ部分の
信号を誤り訂正前後で比較して誤りが発生しているビットを検出することにより算出する
ことができ、また、ブロックエラー率はＣＲＣを行って誤りが発生しているブロックを検
出することにより算出することができる。なお、ビットエラー率は、ブロックエラー率に
比べデータ部分の信号の受信品質をより正確に示すことができるという利点がある。また
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、ブロックエラー率は、ビットエラー率に比べ簡易な装置構成にて算出することができる
という利点がある。
【００８９】
テーブル書き換え部３０２は、誤り率算出部３０１にて算出された誤り率と誤り率の所定
のしきい値とを比較し、比較結果に基づいて通信モードテーブル１０２の内容を書き換え
る。ここで、所定のしきい値は、システムにおいて許容される誤り率であり、この許容値
は、システムにおいて要求されるデータ部分の信号の所望の受信品質に基づいて予め決定
される。
【００９０】
誤り率算出部３０１にて算出された誤り率が所定のしきい値よりも低い場合には、データ
部分の信号の受信品質はシステムにおいて要求される所望の受信品質を超えた過剰な品質
になっているといえる。つまり、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部１１
４で回線品質が測定された時点よりも良くなっていると考えることができる。よって、現
在の実際の下り回線の回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択され
た通信モードよりも高い伝送レートの通信モードで通信を行えると判断することができる
。
【００９１】
そこで、誤り率算出部３０１にて算出された誤り率が所定のしきい値よりも低い場合には
、テーブル書き換え部３０２によって、図２に示した通信モードテーブル１０２に設定さ
れているＡ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]が、上記実施の形態１と同様に、それぞれ所定の値
Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ減少される。
【００９２】
また、誤り率算出部３０１にて算出された誤り率が所定のしきい値よりも高い場合には、
データ部分の信号の受信品質はシステムにおいて要求される所望の受信品質を満たさない
品質になっているといえる。つまり、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部
１１４で回線品質が測定された時点よりも悪くなっていると考えることができる。よって
、現在の実際の下り回線の回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択
された通信モードよりも低い伝送レートの通信モードで通信を行う必要があると判断する
ことができる。
【００９３】
そこで、誤り率算出部３０１にて算出された誤り率が所定のしきい値よりも高い場合には
、テーブル書き換え部３０２によって、図２に示した通信モードテーブル１０２に設定さ
れているＡ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]が、上記実施の形態１と同様に、それぞれ所定の値
Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ増加される。
【００９４】
このようにして、テーブル書き換え部３０２によって、データ部分の信号の誤り率（すな
わち、データ部分の信号の受信品質）に基づいて、ＣＩＲ測定部１１４にて測定された回
線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じていることが検出されて、通信モード
テーブル１０２の内容が書き換えられる。
【００９５】
このように、本実施の形態によれば、データ部分の信号の受信品質を誤り率により判定し
、この誤り率に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を示す通信モー
ドテーブルの内容を書き換えるため、現在の実際の回線品質において最も効率よく通信を
行える通信モードを選択することができる。
【００９６】
また、本実施の形態によれば、データ部分の信号の受信品質を誤り率により判定するため
、データ部分の信号の受信品質をより正確に判定することができる。よって、通信モード
テーブルの書き換えを誤りなく正確に行うことができる。
【００９７】
（実施の形態３）
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本発明の実施の形態３に係る通信端末は、データ部分の信号の受信品質をデータ部分の信
号のスループットにより判定し、このスループットに基づいて、下り回線の回線品質と通
信モードとの対応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるものである。
【００９８】
図６は、本発明の実施の形態３に係る通信端末の構成を示すブロック図である。この図に
示すように本実施の形態に係る通信端末は、図１に示す誤り検出部１１８、再送要求信号
作成部１１９、ＮＡＣＫ信号計数部１２０およびテーブル書き換え部１２１に代えて、ス
ループット算出部４０１およびテーブル書き換え部４０２を備えて構成される。なお、以
下の説明では、図１と同じ構成には図１と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【００９９】
図６において、通信モード選択部１０１は、通信モードテーブル１０２を参照してＣＩＲ
測定部１１４にて測定されたＣＩＲに基づいて通信モードを選択して、ＤＲＣ信号作成部
１０３、スループット算出部４０１およびテーブル書き換え部４０２に出力する。
【０１００】
スループット算出部４０１は、適応復号化部１１７から出力されたデータ部分の信号の所
定の間隔における平均スループットを通信モード毎に算出して、テーブル書き換え部４０
２に出力する。スループットの単位は通常 [Mbps]で示されるため、スループット算出部４
０１は、１秒間あたりに受信されたデータ部分の信号の平均ビット数を求めることにより
、データ部分の信号の平均スループットを算出することができる。
【０１０１】
テーブル書き換え部４０２は、スループット算出部４０１にて算出された平均スループッ
トとスループットの所定のしきい値とを比較し、比較結果に基づいて通信モードテーブル
１０２の内容を書き換える。ここで、スループットの所定のしきい値の算出方法の一例に
ついて説明する。
【０１０２】
基地局と現在同時に通信している端末数（以下「同時通信端末数」という。）がＮである
場合、基地局から送信される信号のうち、平均して１／Ｎは自端末に送信される信号であ
ると考えられる。したがって、例えば、１ .２ [Mbps]のスループットが得られると期待さ
れる通信モードが選択された場合には、その通信モードを選択した通信端末では、平均し
て１ .２／Ｎ [Mbps]のスループットが得られると考えられる。この１ .２／Ｎ [Mbps]のスル
ープットが、上記所定のしきい値となる。
【０１０３】
そこで、テーブル書き換え部４０２は、通信モード選択部１０１から出力された通信モー
ドと同時通信端末数とに基づいて、通信モード毎に所定のしきい値を算出し、スループッ
ト算出部４０１にて通信モード毎に算出された平均スループットとその所定のしきい値と
を比較する。なお、同時通信端末数は、基地局から通信端末に通知されるものとする。
【０１０４】
なお、スループットの所定のしきい値は上述したものに限られるものではなく、例えば、
上記実施の形態１および２と同様に、システムにおいて要求されるデータ部分の信号の所
望の受信品質に基づいて予め決定してもよい。
【０１０５】
スループット算出部４０１にて算出された平均スループットが所定のしきい値よりも高い
場合には、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部１１４で回線品質が測定さ
れた時点よりも良くなっていると考えることができる。よって、現在の実際の下り回線の
回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択された通信モードよりも高
い伝送レートの通信モードで通信を行えると判断することができる。
【０１０６】
そこで、スループット算出部４０１にて算出された平均スループットが所定のしきい値よ
りも高い場合には、テーブル書き換え部４０２によって、図２に示した通信モードテーブ
ル１０２に設定されているＡ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]が、上記実施の形態１と同様に、
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それぞれ所定の値Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ減少される。
【０１０７】
また、スループット算出部４０１にて算出された平均スループットが所定のしきい値より
も低い場合には、現在の実際の下り回線の回線品質は、ＣＩＲ測定部１１４で回線品質が
測定された時点よりも悪くなっていると考えることができる。よって、現在の実際の下り
回線の回線品質においては、パイロット信号のＣＩＲに基づいて選択された通信モードよ
りも低い伝送レートの通信モードで通信を行う必要があると判断することができる。
【０１０８】
そこで、スループット算出部４０１にて算出された平均スループットが所定のしきい値よ
りも低い場合には、テーブル書き換え部４０２によって、図２に示した通信モードテーブ
ル１０２に設定されているＡ [dB]、Ｂ [dB]およびＣ [dB]が、上記実施の形態１と同様に、
それぞれ所定の値Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]だけ増加される。
【０１０９】
このようにして、テーブル書き換え部４０２によって、データ部分の信号の平均スループ
ット（すなわち、データ部分の信号の受信品質）に基づいて、ＣＩＲ測定部１１４にて測
定された回線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じていることが検出されて、
通信モードテーブル１０２の内容が書き換えられる。
【０１１０】
このように、本実施の形態によれば、データ部分の信号の受信品質をデータ部分の信号の
スループットにより判定し、このスループットに基づいて、下り回線の回線品質と通信モ
ードとの対応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるため、現在の実際の回線
品質において最も効率よく通信を行える通信モードを選択することができる。
【０１１１】
また、スループットは、再送回数や誤り率に比べ、通信端末における実際の受信品質をよ
り正確に示す値である。よって、スループットに基づいて通信モードデーブルを書き換え
ることにより、通信モードテーブルの書き換えをより正確に行うことができる。
【０１１２】
（実施の形態４）
上記実施の形態１～３では、通信端末が、パイロット信号のＣＩＲに基づいて通信モード
を選択して、その選択した通信モードに対応するＤＲＣ信号を基地局に送信した。ＤＲＣ
信号は、下り回線の回線品質を示す他の情報（例えば、下り回線のＣＩＲ）に比べ非常に
少ないビット数で表すことができるため、ＤＲＣ信号を用いることにより、上り回線の回
線使用効率を高めることができるという長所がある。一方、通信端末は、通信モードを選
択してＤＲＣ信号を作成する必要があり、また、通信モード選択用のテーブルやＤＲＣ信
号作成用のテーブル等を備える必要があるため、通信端末の消費電力が増大し、装置規模
が大きくなってしまうという短所がある。
【０１１３】
そこで、以下に説明する実施の形態では、通信端末が、パイロット信号のＣＩＲを示すＣ
ＩＲ信号を基地局に送信し、基地局が、通信モードテーブルを参照してＣＩＲに基づいて
通信モードを選択する。このようにすることにより、上り回線の回線使用効率が多少低く
なってしまうという短所があるが、通信端末は、通信モードを選択してＤＲＣ信号を作成
する必要がなくなり、また、通信モード選択用のテーブルやＤＲＣ信号作成用のテーブル
等を備える必要がなくなるため、通信端末の消費電力を削減でき、装置規模を小さくする
ことができるという大きな長所がある。また、以下に説明する実施の形態では、基地局に
おいて複数の端末から送信されたＣＩＲを比較して正確な通信モードを確実に選択するこ
とができるため、以下に説明する実施の形態は、各通信端末においてＣＩＲから通信モー
ドを単純に選択することができない場合等に、特に有効である。
【０１１４】
以下、本実施の形態について説明する。本発明の実施の形態４に係る基地局は、通信端末
から返信されたＮＡＣＫ信号の返信回数に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードと
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の対応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるものである。
【０１１５】
図７は、本発明の実施の形態４に係る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブロ
ック図である。なお、以下の説明では、図１と同じ構成には図１と同じ符号を付してその
詳しい説明は省略する。
【０１１６】
図７において、ＣＩＲ信号作成部５０１は、ＣＩＲ測定部１１４にて測定されたパイロッ
ト信号のＣＩＲを示すＣＩＲ信号を作成して、変調部１０４に出力する。変調部１０４は
、ＣＩＲ信号を変調して拡散部１０５に出力する。
【０１１７】
逆拡散部５０２は、ベースバンド信号を、通信モードを示す信号を拡散している拡散コー
ドで逆拡散して、逆拡散後の信号を通信モード検出部５０３に出力する。通信モード検出
部５０３は、逆拡散部５０２からの出力信号を復調して、通信モードを検出する。そして
、通信モード検出部５０３は、検出した通信モードに基づいて、適応復調部１１６に下り
受信データの復調方式を指示し、適応復号化部１１７に下り受信データの復号化方式を指
示する。
【０１１８】
図８は、本発明の実施の形態４に係る基地局の構成を示すブロック図である。図８におい
て、割り当て部６０１は、後述する復調部６１６にて抽出されたＣＩＲ信号が示すＣＩＲ
に基づいて各通信端末への通信リソースの割り振りを決定する。そして、割り当て部６０
１は、決定した通信リソースの割り振りに基づいて、バッファ６０６に下り送信データの
出力を指示し、ＣＩＲ信号を通信モード選択部６０２に出力する。
【０１１９】
通信モード選択部６０２は、通信モードテーブル６０３を参照し、割り当て部６０１から
出力されたＣＩＲ信号が示すＣＩＲに基づいて通信モードを選択し、その通信モードを示
す信号を変調部６０４およびＮＡＣＫ信号計数部６１９に出力する。また、通信モード選
択部６０２は、選択した通信モードに基づいて、適応符号化部６０７に下り送信データの
符号化方式を指示し、適応変調部６０８に下り送信データの変調方式を指示する。なお、
通信モードテーブル６０３の設定内容については、図２に示すものと同一になるため、説
明を省略する。また、通信モードテーブル６０３は、各通信端末毎に用意される。
【０１２０】
変調部６０４は、通信モードを示す信号を変調し、拡散部６０５に出力する。拡散部６０
５は、変調部６０４からの出力信号を拡散して多重部６１０に出力する。
【０１２１】
バッファ６０６は、下り送信データを保持し、割り当て部６０１からの指示に従って、所
定の通信端末に対する下り送信データを適応符号化部６０７に出力する。適応符号化部６
０７は、通信モード選択部６０２の指示に従って、バッファ６０６からの出力信号を符号
化して適応変調部６０８に出力する。適応変調部６０８は、通信モード選択部６０２の指
示に従って、適応符号化部６０７からの出力信号を変調して拡散部６０９に出力する。拡
散部６０９は、適応変調部６０８からの出力信号を拡散して多重部６１０に出力する。
【０１２２】
多重部６１０は、下り送信データに通信モードを示す信号を多重して、送信ＲＦ部６１１
に出力する。送信ＲＦ部６１１は、多重部６１０からの出力信号の周波数を無線周波数に
変換して共用器６１２に出力する。
【０１２３】
共用器６１２は、送信ＲＦ部６１１からの出力信号をアンテナ６１３から通信端末に無線
送信する。また、共用器６１２は、各通信端末から無線送信され、アンテナ６１３に無線
受信された信号を受信ＲＦ部６１４に出力する。
【０１２４】
受信ＲＦ部６１４は、共用器６１２から出力された無線周波数信号の周波数をベースバン
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ドに変換して逆拡散部６１５および逆拡散部６１７に出力する。逆拡散部６１５は、ベー
スバンド信号を、ＣＩＲ信号を拡散している拡散コードで逆拡散して復調部６１６に出力
する。復調部６１６は、逆拡散部６１５からの出力信号を復調してＣＩＲ信号を抽出し、
割り当て部６０１に出力する。
【０１２５】
逆拡散部６１７は、ベースバンド信号を、ＡＣＫ信号およびＮＡＣＫ信号を拡散している
拡散コードで逆拡散して復調部６１８に出力する。復調部６１８は、逆拡散部６１８から
の出力信号を復調してＡＣＫ信号およびＮＡＣＫ信号を抽出し、ＮＡＣＫ信号計数部６１
９に出力する。ＮＡＣＫ信号計数部６１９は、復調部６１８からＡＣＫ信号が出力される
までに出力されたＮＡＣＫ信号の個数を通信モード毎に計数する。換言すれば、ＮＡＣＫ
信号計数部６１９は、通信モード毎にデータの再送回数を計数する。
【０１２６】
なお、逆拡散部６１５、復調部６１６、逆拡散部６１７、復調部６１８およびＮＡＣＫ信
号計数部６１９は、通信端末ごとに設けられており、それぞれの復調部６１６から通信端
末ごとのＣＩＲ信号が出力され、それぞれのＮＡＣＫ信号計数部６１９にて通信端末毎お
よび通信モード毎にデータの再送回数が計数される。
【０１２７】
テーブル書き換え部６２０は、ＮＡＣＫ信号計数部６１９にて計数された再送回数と再送
回数の所定のしきい値とを比較し、比較結果に基づいて該当する通信端末の通信モードテ
ーブル６０３の内容を書き換える。
【０１２８】
次に、上記構成を有する基地局の動作について説明する。
通信端末から送信されたＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号は、復調部６１８にて復調されて
ＮＡＣＫ信号計数部６１９に出力される。ＮＡＣＫ信号計数部６１９では、現在選択され
ている通信モードについて、復調部６１８からＡＣＫ信号が出力されるまでに出力された
ＮＡＣＫ信号の個数が計数されていく。すなわち、ＮＡＣＫ信号計数部６１９では、通信
端末へのデータの再送回数が、現在選択されている通信モードについて計数されていく。
なお、ＮＡＣＫ信号計数部６１９での計数結果は、復調部６１８からＡＲＱ信号が出力さ
れた時点で、０にリセットされる。
【０１２９】
そして、テーブル書き換え部６２０では、ＮＡＣＫ信号計数部６１９にて計数された再送
回数と所定のしきい値Ｎ回とが比較され、比較結果に基づいて、該当する通信端末の通信
モードテーブル６０３の内容が書き換えられる。なお、テーブル書き換え部６２０による
通信モードテーブル６０３の書き換え動作は、上記実施の形態１において説明したものと
同一となるため説明を省略する。
【０１３０】
このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態１と同様に、通信端末から返信され
たＮＡＣＫ信号の返信回数に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を
示す通信モードテーブルの内容を書き換えるため、上記実施の形態１と同様の効果を呈す
る。
【０１３１】
（実施の形態５）
本発明の実施の形態５に係る基地局は、通信端末から通知されたデータ部分の信号の誤り
率に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を示す通信モードテーブル
の内容を書き換えるものである。
【０１３２】
以下、本実施の形態に係る基地局について説明する。図９は、本発明の実施の形態５に係
る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブロック図である。なお、以下の説明で
は、図７と同じ構成には図７と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１３３】
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図９において、誤り率算出部７０１は、適応復号化部１１７から出力されたデータ部分の
信号の誤り率を算出して、通知信号作成部７０２に出力する。なお、誤り率算出部７０１
の詳しい動作については、上記実施の形態２において説明したものと同一となるため、説
明を省略する。
【０１３４】
通知信号作成部７０２は、誤り率を示す信号を作成して変調部１０６に出力する。誤り率
を示す信号は、変調部１０６にて変調され、拡散部１０７にて拡散され、多重部１０８に
てＣＩＲ信号と多重されて、基地局へ送信される。
【０１３５】
図１０は、本発明の実施の形態５に係る基地局の構成を示すブロック図である。なお、以
下の説明では、図８と同じ構成には図８と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１３６】
図１０において、通信モード選択部６０２は、選択した通信モードを示す信号を、復調部
６０４および誤り率検出部８０２に出力する。逆拡散部８０１は、ベースバンド信号を、
誤り率を示す信号を拡散している拡散コードで逆拡散して誤り率検出部８０２に出力する
。誤り率検出部８０２は、逆拡散部８０１からの出力信号を復調して誤り率を示す信号を
抽出し、通信端末におけるデータ部分の信号の誤り率を通信モード毎に検出する。
【０１３７】
なお、逆拡散部６１５、復調部６１６、逆拡散部８０１および誤り率検出部８０２は、通
信端末ごとに設けられており、それぞれの復調部６１６から通信端末ごとのＣＩＲ信号が
出力され、それぞれの誤り率検出部８０２にて通信端末毎および通信モード毎にデータ部
分の信号の誤り率が検出される。
【０１３８】
テーブル書き換え部８０３は、誤り率検出部８０２にて検出された誤り率と誤り率の所定
のしきい値とを比較し、比較結果に基づいて該当する通信端末の通信モードテーブル６０
３の内容を書き換える。
【０１３９】
次に、上記構成を有する基地局の動作について説明する。
通信端末から送信された誤り率を示す信号は、誤り率検出部８０２にて復調される。これ
により、通信端末におけるデータ部分の信号の誤り率が検出される。検出された誤り率は
、テーブル書き換え部８０３に出力される。
【０１４０】
そして、テーブル書き換え部８０３では、誤り率検出部８０２にて検出された誤り率と所
定のしきい値とが比較され、比較結果に基づいて、該当する通信端末の通信モードテーブ
ル６０３の内容が書き換えられる。なお、テーブル書き換え部８０３による通信モードテ
ーブル６０３の書き換え動作は、上記実施の形態２において説明したものと同一となるた
め説明を省略する。
【０１４１】
このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態２と同様に、通信端末から通知され
たデータ部分の信号の誤り率に基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係
を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるため、上記実施の形態２と同様の効果を呈
する。
【０１４２】
（実施の形態６）
本発明の実施の形態６に係る基地局は、通信端末から通知されたデータ部分の信号のスル
ープットに基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対応関係を示す通信モードテ
ーブルの内容を書き換えるものである。
【０１４３】
以下、本実施の形態に係る基地局について説明する。図１１は、本発明の実施の形態６に
係る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブロック図である。なお、以下の説明
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では、図７と同じ構成には図７と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１４４】
図１１において、スループット算出部９０１は、適応復号化部１１７から出力されたデー
タ部分の信号の所定の間隔における平均スループットを算出して、通知信号作成部９０２
に出力する。平均スループットの算出方法は、上記実施の形態３において説明したものと
同一となるため、説明を省略する。
【０１４５】
通知信号作成部９０２は、平均スループットを示す信号を作成して変調部１０６に出力す
る。平均スループットを示す信号は、変調部１０６にて変調され、拡散部１０７にて拡散
され、多重部１０８にてＣＩＲ信号と多重されて、基地局へ送信される。
【０１４６】
図１２は、本発明の実施の形態６に係る基地局の構成を示すブロック図である。なお、以
下の説明では、図８と同じ構成には図８と同じ符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１４７】
図１２において、通信モード選択部６０２は、選択した通信モードを示す信号を、復調部
６０４およびスループット検出部１００２に出力する。逆拡散部１００１は、ベースバン
ド信号を、平均スループットを示す信号を拡散している拡散コードで逆拡散してスループ
ット検出部１００２に出力する。スループット検出部１００２は、逆拡散部１００１から
の出力信号を復調して平均スループットを示す信号を抽出し、通信端末におけるデータ部
分の信号の平均スループットを通信モード毎に検出する。
【０１４８】
なお、逆拡散部６１５、復調部６１６、逆拡散部１００１およびスループット検出部１０
０２は、通信端末ごとに設けられており、それぞれの復調部６１６から通信端末ごとのＣ
ＩＲ信号が出力され、それぞれのスループット検出部１００２にて通信端末毎および通信
モード毎にデータ部分の信号の平均スループットが検出される。
【０１４９】
テーブル書き換え部１００３は、スループット検出部１００２にて検出された平均スルー
プットとスループットの所定のしきい値とを比較し、比較結果に基づいて該当する通信端
末の通信モードテーブル６０３の内容を書き換える。
【０１５０】
次に、上記構成を有する基地局の動作について説明する。
通信端末から送信された平均スループットを示す信号は、スループット検出部１００２に
て復調される。これにより、通信端末におけるデータ部分の信号の平均スループットが検
出される。検出された平均スループットは、テーブル書き換え部１００３に出力される。
【０１５１】
そして、テーブル書き換え部１００３では、スループット検出部１００２にて検出された
平均スループットと所定のしきい値とが比較され、比較結果に基づいて、該当する通信端
末の通信モードテーブル６０３の内容が書き換えられる。なお、テーブル書き換え部１０
０３による通信モードテーブル６０３の書き換え動作は、上記実施の形態３において説明
したものと同一となるため説明を省略する。
【０１５２】
このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態３と同様に、通信端末から通知され
たデータ部分の信号のスループットに基づいて、下り回線の回線品質と通信モードとの対
応関係を示す通信モードテーブルの内容を書き換えるため、上記実施の形態３と同様の効
果を呈する。
【０１５３】
なお、上記実施の形態１～６では、下り回線の回線品質を示す値としてパイロット信号の
ＣＩＲを用いたが、これに限られるものではなく、回線品質を示せる値であればいかなる
値を用いても構わない。
【０１５４】
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また、上記実施の形態１～６では、下り回線の回線品質の多少の変動により通信モードテ
ーブルが頻繁に書き換えられてしまうことを防止するために、再送回数、誤り率または平
均スループットと比較される各しきい値として、所定の幅を持たせたしきい値を設定して
もよい。例えば、上記実施の形態１～６において用いられたしきい値に対して±Ｘだけ増
減した新たな２つのしきい値を設定し、再送回数、誤り率または平均スループットが、上
記実施の形態１～６において用いられたしきい値に対して±Ｘの範囲にある場合には、通
信モードテーブルの書き換えを行わないようにしてもよい。
【０１５５】
また、上記実施の形態１～６では、再送回数、誤り率または平均スループットと比較され
る各しきい値を、通信モード毎に設定してもよい。
【０１５６】
また、上記実施の形態１～３では、再送回数、誤り率または平均スループットと比較され
る各しきい値を、基地局から通信端末に通知するようにしてもよい。
【０１５７】
また、上記実施の形態１～６では、通信モードテーブルを書き換える際に、通信モードテ
ーブルに設定されているＣＩＲ値をすべて書き換えたが、いずれか１つまたは複数のＣＩ
Ｒ値を書き換えてもよい。
【０１５８】
また、上記実施の形態１～６では、通信モードテーブルに設定されているＣＩＲ値の変動
幅を固定値（Ｘ [dB]、Ｙ [dB]およびＺ [dB]）としたが、測定した回線品質と現在の実際の
回線品質との間のずれの大きさに応じて変動幅を適応的に変化させることも可能である。
【０１５９】
また、上記実施の形態１～６では、測定した回線品質と現在の実際の回線品質との間にず
れが生じていることをデータ部分の信号の受信品質に基づいて検出したが、これに限られ
るものではなく、すれが生じていることを検出できる方法であればいかなる方法を用いて
も構わない。
【０１６０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、パイロット信号から測定した下り回線の回線品質
に基づいて各通信端末に通信リソースが時分割で割り振られる通信システムにおいて、測
定した回線品質と現在の実際の回線品質との間にずれが生じている場合に、下り回線の回
線品質と通信モードとの対応関係を書き換えるため、現在の実際の回線品質において最も
効率よく通信を行える通信モードを選択することができる。よって、本発明によれば、下
り回線のスループットの低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る通信端末が備える通信モードテーブルの内容を示す
図
【図３】本発明の実施の形態１に係る通信端末のテーブル書き換え部の動作を説明するた
めの動作フロー図
【図４】本発明の実施の形態１に係る通信端末のテーブル書き換え部による通信モードテ
ーブルの書き換え動作の一例を示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３に係る通信端末の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態４に係る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブロ
ック図
【図８】本発明の実施の形態４に係る基地局の構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態５に係る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブロ
ック図
【図１０】本発明の実施の形態５に係る基地局の構成を示すブロック図
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【図１１】本発明の実施の形態６に係る基地局と無線通信を行う通信端末の構成を示すブ
ロック図
【図１２】本発明の実施の形態６に係る基地局の構成を示すブロック図
【符号の説明】
１０１，６０２　通信モード選択部
１０２，６０３　通信モードテーブル
１０３　ＤＲＣ信号作成部
１１４　ＣＩＲ測定部
１１６　適応復調部
１１７　適応復号化部
１１８　誤り検出部
１１９　再送要求信号作成部
１２０，６１９　ＮＡＣＫ信号計数部
１２１，３０２，４０２，６２０，８０３，１００３　テーブル書き換え部
３０１，７０１　誤り率算出部
４０１，９０１　スループット算出部
５０１　ＣＩＲ信号作成部
５０３　通信モード検出部
６０１　割り当て部
６０６　バッファ
６０７　適応符号化部
６０８　適応変調部
７０２，９０２　通知信号作成部
８０２　誤り率検出部
１００２　スループット検出部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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